
  

世
界
の
開
発
途
上
国
で
現
地
の
人
々
と

同
じ
生
活
を
し
な
が
ら
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

活
動
を
し
て
く
れ
る
方
を
募
集
し
ま
す
。

▼
対
象
＝
①
シ
ニ
ア
海
外
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
（
40
歳
〜
69
歳
）
②
青
年
海
外
協
力
隊

（
20
歳
〜
39
歳
）
／
①
②
と
も
日
本
国
籍

を
持
つ
心
身
と
も
健
全
な
方　

▼
募
集
期

間
＝
４
月
１
日
（
土
）
〜
５
月
10
日
（
水
）

▼
説
明
会
日
時
・
場
所
＝
４
月
８
日
（
土
）

①
午
前
10
時
〜
②
午
後
２
時
〜
・
豊
橋
商

工
会
議
所

▼
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
中
部
国
際
セ
ン
タ
ー

☎（
０
５
２
）７
０
２
局
１
３
９
１

　

http://w
w
w
.jica.go.jp

　

田
植
え
か
ら
も
み
す
り
ま
で
、
米
作
り

の
工
程
を
体
験
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

▼
日
時
＝
４
月
30
日
（
日
）、
５
月
28
日

（
日
）、６
月
18
日
（
日
）、７
月
９
日
（
日
）

９
月
３
日
（
日
）、
９
月
10
日
（
日
）、
９

月
30
日
（
土
）
の
全
７
回
／
午
前
８
時
30

分
〜
（
稲
の
生
育
状
況
な
ど
に
よ
り
日
程

を
変
更
す
る
場
合
あ
り
）　

▼
場
所
＝
豊

橋
市
駒
形
町
ほ
か　

▼
対
象
＝
小
学
生
と

保
護
者（
全
７
回
通
し
て
参
加
で
き
る
方
）

▼
定
員
＝
20
組
（
抽
選
）　

▼
受
講
料
＝

無
料
／
た
だ
し
、
保
険
料
（
一
人
１
５
０

円
ほ
ど
必
要
）　

▼
申
し
込
み
＝
４
月
14

日
（
金
）
ま
で
に
Ｆ
Ａ
Ｘ
・
Ｅ
メ
ー
ル
・

は
が
き
に
て
（
参
加
者
全
員
の
住
所
・
氏

名
・
電
話
番
号
を
明
記
）／
４
月
21
日（
金
）

ま
で
に
、
当
選
者
の
み
詳
細
を
通
知

▼
豊
橋
田
原
Ｉ
Ｔ
農
業
推
進
会
議
事
務
局

（
〒
４
４
０

－

８
５
０
１　

豊
橋
市
役
所

農
政
課
内
）

☎（
０
５
３
２
）51
局
２
４
７
１　
　

　
（
０
５
３
２
）56
局
５
１
３
０

　
nosei@

city.toyohashi.lg.jp
　

人
事
院
で
は
、
国
家
公
務
員
の
採
用
試

験
を
実
施
し
ま
す
。

▼
職
種
＝
国
家
公
務
員
Ⅰ
種
・
Ⅱ
種
・
Ⅲ

種
、
国
税
専
門
官
、
労
働
基
準
監
督
官
、

法
務
教
官
、
航
空
管
生
官
、
刑
務
官
、
入

国
警
備
官
、
皇
宮
護
衛
官
、
航
空
保
安
大

学
校
学
生
、海
上
保
安
学
校
学
生（
特
別
）、

海
上
保
安
学
校
学
生
、
海
上
保
安
大
学
校

学
生
、
気
象
大
学
校
学
生　

▼
そ
の
他
＝

詳
し
く
は
直
接
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

▼
人
事
院
中
部
事
務
局

☎（
０
５
２
）９
６
１
局
６
８
３
８ 

　
（
０
５
２
）９
６
１
局
０
０
６
９

　

http://w
w
w
.jinji.go.jp/top.htm

■
乳
幼
児
医
療
費
受
給
者
証

　

お
子
さ
ん
が
平
成
18
年
度
に
小
学
校
に

入
学
さ
れ
た
方
は
、
受
給
者
証
の
有
効
期

間
が
終
了
と
な
り
ま
す
。
受
給
者
証
を
市

役
所
保
険
年
金
課
ま
た
は
、
各
支
所
窓
口

係
へ
お
返
し
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
障
害
者
医
療
ま
た
は
母
子
家
庭

等
医
療
の
受
給
資
格
の
あ
る
方
は
、
切
り

替
え
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。

【
障
害
者
医
療
】

　

身
体
障
害
者
手
帳
１
〜
３
級
、
療
育
手

帳
Ａ
・
Ｂ
判
定
を
お
持
ち
の
方
、
ま
た
は

医
師
に
よ
り
自
閉
症
と
診
断
さ
れ
た
方
は

障
害
者
医
療
費
受
給
者
証
の
交
付
の
対
象

と
な
り
ま
す
の
で
、
必
要
な
も
の
を
お
持

ち
に
な
っ
て
、
切
り
替
え
の
手
続
き
を
し

て
く
だ
さ
い
。

手
続
き
に
必
要
な
も
の

・
手
帳
（
身
体
障
害
者
手
帳
１
〜
３
級
ま

た
は
療
育
手
帳
Ａ
・
Ｂ
判
定
）

・
手
帳
は
な
く
て
も
、
自
閉
症
と
診
断
さ

れ
た
方
は
、
そ
の
診
断
書

・
印
鑑
（
認
印
で
結
構
で
す
）

・
保
険
証

・
こ
れ
ま
で
使
っ
て
い
た
乳
幼
児
医
療
費

受
給
者
証

【
母
子
家
庭
等
医
療
】

　

離
別
・
死
別
な
ど
に
よ
り
母
子
家
庭
・

父
子
家
庭
と
な
っ
て
い
る
方
は
、
母
子
家

庭
等
医
療
費
受
給
者
証
の
交
付
の
対
象
と

な
り
ま
す
の
で
、
必
要
な
も
の
を
お
持
ち

に
な
っ
て
、
切
り
替
え
の
手
続
き
を
し
て

く
だ
さ
い
。

手
続
き
に
必
要
な
も
の

・
印
鑑
（
認
印
で
結
構
で
す
）

・
保
険
証

・
こ
れ
ま
で
使
っ
て
い
た
乳
幼
児
医
療
費

受
給
者
証

■
母
子
家
庭
等
医
療
費
受
給
者
証

　

18
歳
に
な
っ
た
年
度
末
に
到
達
し
た
方

は
、
受
給
者
証
の
有
効
期
間
が
終
了
と
な

り
ま
す
。
受
給
者
証
を
市
役
所
保
険
年
金

課
医
療
係
ま
た
は
、
各
支
所
窓
口
係
へ
お

返
し
く
だ
さ
い
。

▼
保
険
年
金
課
☎
23
局
３
５
１
４

　

23
局
０
１
８
０
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農
業
体
験
講
座

「
み
ん
な
で
お
米
を
作
っ
ち
ゃ
お
う
！
」

Ｊジ
ャ
イＩ
ＣカＡ
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

国
家
公
務
員

受
給
者
証
の
返
還
・
変
更


